
姫路ケーブルテレビ 契約約款 〈上郡〉 

 

ケーブルテレビサービス契約約款 

 

姫路ケーブルテレビ株式会社（以下「ウインク」という。）と、ウインクが行うサービスの提供

を受ける者（以下「加入者」という。）との間に締結される契約（以下「加入契約」という。）

は、以下の条項によるものとします。 

 

第１条（サービス） 

ウインクは、兵庫県赤穂郡上郡町（以下「業務区域」という。）において、ウインクのサービス

を提供するための施設（以下「本施設」という。）により、加入者に次のサービスを提供します。 

（１）ベーシックサービス 

放送事業者のテレビジョン放送、テレビジョン多重放送、高精細度テレビジョン放送を含むテ

レビジョン放送（デジタル放送）、ラジオ放送（ＦＭ及びＢＳデジタル放送）及びＢＳデジタル

データ放送の各同時再送信サービス並びに自主放送サービスのうち、それぞれ別表に定める利

用料金の支払いにより視聴可能となるサービス 

（２）ペイ放送サービス 

放送事業者のテレビジョン放送、テレビジョン多重放送並びに自主放送サービスのうち、それ

ぞれ別表に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス 

（３）その他特殊サービス 

 

第２条（契約の単位） 

加入契約は、加入者引込線１回線ごとに行います。 

 

第３条（契約の成立） 

加入契約は、加入契約者が加入申込書を提出し、ウインクが承諾したときに成立するものとし

ます。 

 

第４条（加入申込みの撤回等） 

加入者は、加入申込み当日から、当社が交付する契約内容を記載した書面を受領後８日を経過

するまでの間、文書によりその申込みの撤回（以下「初期契約解除」という。）を行うことがで

きます。 

２ 初期契約解除は、加入者が前項の文書を発したときにその効力を生じます。 



３ 初期契約解除の場合、加入者は当該サービスの利用料、手数料及び実施済みの工事費用を

支払うものとします。 

 

第５条（最低利用期間） 

放送サービス（基本サービス）、放送サービス（多チャンネルサービス）には、６か月間の最低

利用期間があります。 

２ 加入者は、サービス提供を開始した日の属する月を１と起算して最低利用期間内に解約も

しくは加入契約の解除があった場合には、当社が定める期日までに料金表の定めにより解除料

を支払っていただきます。 

 

第６条（加入金及び利用料） 

加入者は、別に定める加入金及び利用料をウインクに支払うものとします。 

２ ウインクが第１条に定める全てのサービスを、月のうち事故等により継続して１０日以上

行わなかった場合には、当該月分の利用料は、前項の規定にかかわらず無料とします。 

３ 社会経済情勢の変化に伴い、利用料の改定をすることがあります。その場合には、改定１

か月前までに当該加入者に通知します。 

４ ＮＨＫのテレビ受信料及び株式会社ＷＯＷＯＷの視聴料はウインクが設定した利用料の中

に含みません。 

 

第７条（セットトップボックスの貸与及びその他の機器の貸与、提供） 

ウインクは加入者にセットトップボックスの貸与、その他の機器の貸与、提供をします。 

２ 加入者は使用上の注意事項を遵守して維持管理するものとします。 

３ 加入者の故意又は過失により破損又は紛失した場合、修復、補填に要する費用は加入者が

負担するものとします。 

４ セットトップボックスによる機能を利用して録画・録音されたデータが消失した場合、こ

れにより生じた損害につきまして原因の如何を問わずウインクは一切の責任を負わないものと

します。 

５ ハードディスク付きセットトップボックスを返却又は交換した場合、ハードディスク内の

録画内容はすべて消失するものとします。 

６ 加入者は契約が解約された場合は、速やかにセットトップボックスをウインクに返却する

ものとします。 

７ 加入者は、初期契約解除の場合は、当社より貸与または提供した機器を、１か月以内に当

社に返却するものとします。なお、１か月を過ぎて返却のない場合は、加入者は当社に対し、



弁済金を支払うものとします。 

 

第８条（施設の設置及び費用負担等） 

ウインクは本施設のうち、放送センターからカプラまでをウインクの費用負担において設置し、

カプラからＯＮＵまでの施設は加入者の費用負担において設置するものとします。 

２ 加入者は本施設のうち、ＯＮＵの出力端子以降すべての施設を設置し、設置に要する費用

を負担します。この場合、設置の際の使用機器・工法等についてはウインクの指定に従うもの

とします。 

３ 本施設のうちＯＮＵの出力端子以降のすべての施設（以下「加入者施設」という。）は加入

者が所有するものとします。ただし、セットトップボックスはこの限りではありません。 

４  加入者施設の設置工事をウインクが行った場合、加入者はウインクに別に定める工事費を、

別途指定する期日までに指定する方法により支払うものとします。この場合の工事の保証期間

は工事完了日より１年間とします。 

 

第９条（料金の支払方法） 

加入者は第６条に定める加入金・利用料、第７条に定める費用、第８条に定める工事費及び第

１８条・第２１条に定める手数料（以下「料金」という。）を、別途ウインクが指定する期日ま

でに指定する方法により支払うものとします。 

 

第１０条（遅延利息） 

加入者が料金の支払を支払い期日より遅延した場合は、支払い期日の翌日から起算して支払い

の前日までの期間について年利１４．６％の割合で計算した額を遅延損害金としてウインクに

支払うものとします。 

 

第１１条（サービス提供の停止による損害の賠償） 

ウインクは天災、事変、その他ウインクの責に帰することのできない事由によるサービス提供

の停止に基づく損害の賠償には応じません。 

 

第１２条（責任事項） 

ウインクはウインク施設について維持管理責任を負います。なお、加入者はウインク施設の維

持管理の必要上、ウインクのサービス提供が、一時的に停止することを承認するものとします。 

 

 



第１３条（設置場所の無償使用） 

ウインクは、本施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有若しくは占有する敷

地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。 

２ 加入者は、加入契約の締結について、地主、家主その他利害関係人があるときは、あらか

じめ必用な承諾をえておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。 

 

第１４条（便宜の供与） 

加入者は、ウインク又はウインクの指定する業者が本施設の検査、修復等を行うために、加入

者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに従ずるものとします。 

 

第１５条（不正使用の禁止） 

ウインクは加入者がウインク指定の受信機以外の機器に接続することを禁止します。 

２ 加入者は、前項に違反した場合は、加入者がウインクのサービスの提供を受けはじめたと

きにさかのぼり、当該利用料をウインクに支払うものとします。 

 

第１６条（著作権・著作隣接権侵害の禁止及び成果物の帰属） 

加入者は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目

的とする場合を除き、当社の提供するサービスの、不特定又は多数人に対する対価を受けての

上映、録画機器、その他の方法による複製、及びかかる複製物の上映、その他当社が提供して

いるサービスに対して有する著作権及び著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。 

２ 当社は、加入者の本サービス利用に関する視聴状況等の統計情報（個人を特定できる情報

は含みません）を作成することができます。なお、当該統計情報及びこれらに基づく情報は当

社に帰属し、加入者は如何なる権利も持たないものとします。 

 

第１７条（故障） 

ウインク又はウインクの指定する業者は、加入者から本施設に異常がある旨申し出があった場

合はすみやかにこれを調査し、必要な措置を講じます。ただし、加入者の受信機に起因する受

信異常については、この限りではありません。 

２ 加入者は、加入者施設の修復に要する費用を負担するものとします。 

３ 加入者は、加入者の故意又は過失によりウインク施設に故障が生じた場合には、その施設

の修復に要する費用相当の損害金をウインクに支払うものとします。 

 

 



第１８条（一時停止等） 

加入者は、ウインクのサービスの提供の一時停止又はその再開を希望する場合には直ちにウイ

ンクにその旨を文書により申し出るものとします。この場合、停止した日の属する月の翌月か

ら再開した日の属する月の前月までの期間の料金は無料とします。 

２ 加入者は、サービスの一時停止及び再開を希望する場合、別に定める手数料をウインクに

支払うものとします。 

 

第１９条（サービス内容の変更） 

ウインクは、第１条に定めるサービスの内容を変更することができるものとします。なお変更

によって起こる損害の賠償には応じません。 

 

第２０条（設置場所の変更） 

加入者は、次の場合に限り、受信機あるいはセットトップボックスの設置場所を変更すること

が出来るものとします。 

（１）変更先が同一敷地内の場合 

（２）変更先がウインクの業務区域内で、かつ最寄りのカプラに余裕がある場合 

２ 加入者は、前項の規定により変更しようとする場合は、ウインクの文書によりその旨申し

出るものとします。 

３ 加入者は、前２項の規程による変更に要する費用を負担するものとします。 

 

第２１条（名義変更） 

加入者の名義は、次の場合に変更することができるものとし、新名義人はウインクに文書で届

出することにより、旧加入者の名義を変更するものとします。 

（１）相続により名義を変更するとき。 

（２）法人たる加入者が合併又は組織変更により商号を変更するとき。 

２ 加入契約に定める受信設備の設置場所で、親族等間において名義変更を希望する場合、ウ

インクが必要、かつ、やむを得ないと認めた場合に限り名義変更をすることができます。この

場合、１項に定める届出の提出が必要です。また、新名義人は旧名義人の権利義務を継承する

ことになります。 

３ 個人たる加入者が改姓・改名した場合及び法人たる加入者が単に商号を変更した場合にお

いても、１項に定める届出を必要とします。 

４ 新名義人は、別に定める手数料をウインクに支払うものとします。 

 



第２２条（加入申込書記載事項の変更） 

加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合には、別途ウインクが指定す

る方法によってウインクに申し出るものとします。申し出があった場合、ウインクはすみやか

に変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。 

２ 前項の外、加入申込書に記載した事項について変更がある場合は、加入者は文書によって

ウインクに届出るものとします。 

 

第２３条（解約） 

加入者は、加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の１０日前までに文書によ

り、ウインクにその旨を申し出るものとします。 

２ 前項による解約の場合、加入者は当該解約の日の属する月まで第６条に定める利用料を支

払うものとします。 

３ 第１項による解約に伴い、ウインク施設の撤去を必要とする場合には、その撤去に要する

費用は加入者が負担するものとします。また、撤去に伴い加入者が所有若しくは占有する敷地、

家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。 

４ 利用料の前納分に対しての払い戻しについては別に定めます。 

５ 加入者が別途支払った基幹放送事業者への加入料、視聴料等が払い戻されず加入者に不利

益、損害等が生ずることがあっても、当社は何らの責任も負わないものとします。 

 

第２４条（加入者の義務違反による停止及び解約） 

ウインクは、加入者にこの約款に違反する行為、あるいはウインクの業務遂行上著しい支障を

与え又はおそれのある行為を行った場合は、サービスの提供を停止し、あるいは直ちに加入契

約を解約することができるものとします。なお、解約については、第２３条第２項、第３項及

び第５項の規程を準用します。 

 

第２５条（領収書の省略） 

加入金、工事費、利用料等の金融機関の自動振替による支払いについては原則として加入者へ

の領収書の発行はしないものとします。 

 

第２６条（Ｂ－ＣＡＳカード及びＣ－ＣＡＳカードの取扱いについて） 

Ｂ－ＣＡＳカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセス

システムズの「Ｂ－ＣＡＳカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。 

２ Ｃ－ＣＡＳカードを必要とするセットトップボックスを利用する加入者は、セットトップ



ボックス１台に付き１枚のＣ－ＣＡＳカードを当社より無償貸与されるものとし、セットトッ

プボックスの解約又は契約の解除後は、すみやかにＣ－ＣＡＳカードを当社に返却するものと

します。また、当社は必要に応じて、加入者にＣ－ＣＡＳカードの交換及び返却を請求するこ

とができるものとします。 

３ Ｃ－ＣＡＳカードは当社に帰属し、当社は加入者が当社の手配による以外のデータ追加及

び変更並びに改ざんすることを禁止し、それらが行われたことによる当社及び第三者に及ぼさ

れた損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします。 

４ 加入者が故意又は過失によりＣ－ＣＡＳカードを破損又は紛失した場合には、加入者はそ

の損害分を当社に支払うものとします。 

 

第２７条（個人情報の取り扱い） 

１ 当社は加入者の個人情報について、当社が定める「個人情報保護方針」に基づいて適正に

取り扱うものとします。 

２ 加入者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は、当社が定める「個人情報に関する公

表事項」において公表するものとします。 

 

第２８条（定めなき事項） 

この約款に定めなき事項が生じた場合は、ウインク、加入者は契約の締結の主旨に従い、誠意

をもって協議の上、解決に当たるものとします。 

 

第２９条（約款の変更） 

本約款の各条項は、社会情勢の変化その他の合理的必要性がある場合には、契約の目的に反せ

ず、かつ、相当な範囲において、変更できるものとします。 

２ 前項の規定に基づく本約款の変更の際は、変更後の約款の内容と適用開始日を、当社ホー

ムページでの公示その他相当の方法によって予め公表するものとし、公表の際に定める相当な

期間を経過した日から適用されるものとします。 

 

第３０条（管轄裁判所） 

加入契約に関する紛争が生じたときは、ウインクの本店所在地を管轄する裁判所を第一審の裁

判所とします。 

 

附則  

（１）ウインクは特に必要があるときは、この約款に特約を付することができるものとします。 



（２）この約款は、各世帯（同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団）個別に契約する

場合に適用するものとし、加入者引込線１回線により、複数世帯が加入する場合には、契約の

単位を各世帯ごととします。 

（３）一括加入、業務用などについては別に定めます。 

（４）この約款は、２０２１年９月１日から施行します。 

 

別表 料金表（消費税込） 

 

加入金 １６，５００円 

 

標準工事費 

 ウインク対応住宅 

ケーブルテレビ宅内工事費 １６，５００円（テレビ１台） 

ケーブルテレビ宅内工事費 

（オプション） 

配線追加工事費 

＋５，５００円/テレビ台数 

共聴工事費 

＋１１，０００円 

基本サービス標準工事費 １１，０００円 

その他工事費 

増幅器設置費（１台）   １６，５００円 

分配器設置費（１個）    ５，５００円 

※工事内容により、別途費用をいただく場合があります。 

 

月額利用料 

基本サービス利用料 １，３２０円／世帯 

デジタルＳＴＢオプション使用料 １，１００円／台 

デラックス基本利用料 ６，０５０円／台 

デラックス増設利用料 ３，３００円／台 

スタンダード基本利用料 ５，５００円／台 

スタンダード増設利用料 ２，７５０円／台 

ハードディスク付セットトップボックスレンタル料 １，１００円／台 

 

ペイチャンネル月額利用料 

東映チャンネル １，６５０円／台 



衛星劇場 １，９８０円／台 

BS10 プレミアム １，９８０円／台 

J SPORTS 4 １,４３０円／台 

グリーンチャンネル １，１００円／台 

グリーンチャンネル２  

KNTV             ３，３００円／台 

フジテレビ NEXT ライブ・プレミアム ２，３６０円／台 

フジテレビ ONE・TWO・NEXT セット  ２，９１０円／台 

TAKARAZUKA SKY STAGE  ２，９７０円／台 

プレイボーイチャンネル ２，７５０円／台 

レッドチェリー    ２，７５０円／台 

プレイボーイチャンネル ３，３００円／台 

レッドチェリー 

レインボーチャンネル ２，５３０円／台 

 

諸手数料 

料金明細ハガキ １１０円／月 

 

別表２ 料金表（最低利用期間及び解除料／不課税） 

契約約款第５条に定める最低利用期間は６か月とします。解除料は最低利用期間の残余期間分

の利用料に相当する額とします。 

 

別表３ 弁済金（不課税） 機器等の紛失および修理不能による場合にも適用します 

ＳＴＢ          （本体） ＣＡＳカード含む ３０，０００円／台 

ハードディスク付きＳＴＢ （本体） ＣＡＳカード含む ５０，０００円／台 

ＤＶＤ付きＳＴＢ     （本体） ＣＡＳカード含む ８０，０００円／台 

ブルーレイ付きＳＴＢ   （本体） ＣＡＳカード含む ９０，０００円／台 

ＳＴＢリモコン ３，０００円／個 

ハードディスク付きＳＴＢリモコン ３，５００円／個 

ＤＶＤ付きＳＴＢリモコン ３，５００円／個 

ブルーレイ付きＳＴＢリモコン ３，５００円／個 

Ｂ－ＣＡＳカード １，９００円／枚 

Ｃ－ＣＡＳカード ２，８００円／枚 



附則 

この料金表は、２０２６年４月１日から実施します。 


